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使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の設計の型式証明申請（TK-26 型） 

 

2021 年 4 月 28 日の面談時質問に対する回答 

（構成部材の経年変化に関する説明資料関連） 

本資料のうち、枠囲いの内容は、商業機密等に属しますので公開できません。 
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番号 ページ 対象 コメント内容 

14 10 第 4 表 
中性子遮蔽材の使用環境温度及び設計基準値（150℃）に

ついて説明すること。 

 

（回答） 

「TK-26 型の構成部材の経年変化に関する説明資料」の第 4 表では、中性子遮蔽材の使用

環境温度を 150℃以下としている。この温度は、「TK-26 型の除熱設計に関する説明資料」

で評価した蓋部、底部及び側部中性子遮蔽材の最高温度のうち、最も温度が高い底部中性

子遮蔽材の温度 143℃を切上げたものである。 

一方、本材料の設計基準値は、「補足説明資料 1-4 TK-26 型の除熱設計に関する説明資

料」に記載のとおり 150℃であり、これの温度は、(一社)日本ゴム協会編、「新版 ゴム技

術の基礎 改訂版」に記載されている。別紙 14-1 に当該箇所を示す。 

なお、「TK-26 型の構成部材の経年変化に関する説明資料」では、設計貯蔵期間中の中性

子遮蔽材の重量減損率は初期温度を保守的に 150℃として評価している。 
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別紙 14-1 
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番号 ページ 対象 コメント内容 

20 5 第 1 表 
GLF1 相当材（SA-350M Gr.LF1）が使用可能であることを

説明すること。 

 

（回答） 

原子力発電用炭素鋼鍛鋼品及び低温用合金鋼鍛鋼品（GLF）は、日本機械学会 金属キャ

スク構造規格（2007 年版）の別表 1-1 「使用する材料の規格」において、密封容器に使用

することが認められている。また、SA-350M Gr.LF1 は、日本機械学会 金属キャスク構造規

格（2007 年版）の質疑応答（別紙 20-1 参照）で原子力発電用炭素鋼鍛鋼品及び低温用合金

鋼鍛鋼品 GLF1 種の規格値を満足していることを確認すれば相当材としてよいことが認めら

れている。 

以上のことから、SA-350M Gr.LF5 は、GLF1 の相当材として使用可能である。 
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別紙 20-1 


